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1　これまでの経緯
消費者ニーズの高まりなどを背景に、現
在、全ての生鮮食品を対象に「原産地」が、
さらに加工食品のうち22食品群・個別４
品目を対象に「原料原産地」の表示が義務
付けされている。これらは、いずれも「農
林物資の規格化及び品質表示の適正化に関
する法律（以下「旧ＪＡＳ法」という）」
に基づいたもので、「品質の差異」を指標
としたものである。このうち、加工食品に
ついては、義務対象となる要件として、原
則として以下の条件を満たすものとなって
いた。
①　原産地に由来する原料の品質の差異
が、加工食品としての品質に大きく反映
されると一般に認識されている品目
②　製品の原材料に占める主原料である農
畜水産物の重量の割合が50％以上であ
る商品
その後、平成21年に消費者庁が設置さ
れ、食品の表示に関する所管が同庁に一元
化されたことを契機に、「食品表示一元化
検討会」が設置され、その中の論点の一つ
として、加工食品の原料原産地表示制度に
ついても議論がなされた。
ここでは、食品表示法の制定を前提に、
旧ＪＡＳ法に基づく「品質の差異」の観点

にとどまらず、新たな観点（品質以外の指
標も含めた観点）から原料原産地表示の義
務付けの根拠とすることについて議論を進
めたものである。しかし、結果的には、合
意には至らず、宿題として残った。

２�　原料原産地制度に関する検討会におけ
る検討と背景
前記の経緯を踏まえて、平成28年１月
に消費者庁と農林水産省との共催により
「加工食品の原料原産地表示制度に関する
検討会」が設置され、全10回の検討がな
された結果、同年11月に以下の内容の中
間取りまとめが公表された。

３　表示義務化の骨子
検討会の中間取りまとめにおいて、新た
な制度の基本的なルールは、「全ての加工
食品について、重量割合上位１位の原料の
原産地を義務表示の対象とする」とされて
いる。
すなわち、これまでは前記のように「品
質の差異」が指標とされ、原料についてい
わゆる50％ルール該当品目のみが対象と
なっていたが、今回は「品質」にはこだわ
らず、全ての加工食品について重量割合上
位１位の原料を義務対象としている。

加工食品の原料原産地表示
について

宮城大学　名誉教授　池戸　重信
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また、義務表示の方法については、「国
別重量順表示を原則とする。ただし、国別
重量順表示が難しい場合には、消費者の誤
認を防止するための方法を明確にした上
で、例外の表示を認める」とされた。具体
的には、対象原材料の産地について、国別
に重量の割合の高いものから順に「、」で
つないで国名を表示することを原則とする
が、原産国が３カ国以上ある場合は、現行
ルールと同様、３カ国目以降を「その他」
と表示することができる。
一方、冠表示には、「いちごジャム」の「い
ちご」のように、商品を特徴付ける原料が
商品名に含まれるものの他に、「ブルーベ
リーガム」の「ブルーベリー」のように、
風味を表しているもの、さらには、「たい
やき」の「鯛」のように、商品名自体が一
般的名称として認識されていて、形態など
により特定の原材料の名称を冠している
が、冠原材料が使用されていない商品もあ
る。
このように、冠表示については、多様で
定義が不明確な実態があることから、ガイ
ドラインにより対応することが適当とされ
ている。

４　例外表示よる情報提供範囲の拡大
前記のように、対象原材料の産地につい
ては、「国別重量順表示」を原則としつつ、

産地切り替えにより容器包装の変更が必要
となるなど、「国別重量順表示」が難しい
場合や、対象原材料が中間加工原材料であ
る場合にも、消費者にできる限り充実した
産地情報を提供する制度とすべきであると
している。すなわち、表示を全くしないこ
とを許容したり、あるいは、原則以外の表
示を一切禁止するということは適当でない
として、以下のような例外的に消費者の選
択に資する情報を含む表示を行うことを義
務付けることにより、情報提供の範囲をで
きるだけ拡大することとしている。

（１）　可能性表示
使用可能性のある国が複数ある場合に

は、使用が見込まれる重量割合の高いもの
から順に「又は」でつないで表示すること
ができる（可能性表示、図１参照）。
ただし、過去の取り扱い実績などに基づ

き表示されるものであることを条件として
いる。また原産国が３カ国以上ある場合
は、３カ国目以降を「その他」と表示する
ことができるとしている。「可能性表示」
は、あくまで例外の一つであり、産地切り
替えなどのたびに容器包装の変更が生じ、
「国別重量順表示」が困難であると見込ま
れる場合に限り認めることが適当であると
されている。

図１　可能性表示の事例
外国産と国産を「又は」でつないで表示

名    称 : トマトケチャップ 
原材料名 : トマト(アメリカ又は国産)、砂糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、 

 香辛料 

※トマトの産地は、平成〇年の取扱実績順 ※添加物は省略。 

資料：第９回「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」資料１
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（２）　大括
くく

り表示
３以上の外国の産地表示は「輸入」と括っ
て表示することができる（大括り表示）。
なお、輸入品と国産品を混合して使用する
場合には、輸入品（合計）と国産品との間
で、重量の割合の高いものから順に表示す
るものとされる（図２参照）。これも、あ

くまで例外の一つであり、「大括り表示」
については、外国の産地国名が表示され
ず、特定の国を知りたいという消費者の要
望に応えていないとの指摘があった。しか
し、国産原料か外国産原料かは明確であ
り、少なくともこの情報を知りたい消費者
にとり有意な表示であると考えられる。

（３）　大括り表示+可能性表示
「大括り表示＋可能性表示」とは、過去
の取扱実績などに基づき、３以上の外国の
産地表示を「輸入」と括って表示できると
した上で、「輸入」と「国産」を、使用が
見込まれる重量割合の高いものから順に
「又は」でつないで表示できるとする方法
である。
これも、対象原材料の過去一定期間にお
ける国別使用実績または使用計画（新商品
などの場合には今後一定期間の予定）によ
ることが分かる表示をセットでする必要が
ある。
この表示については、ルールを正しく理
解すれば、例えば「輸入又は国産」の表示
の場合、
①　一定の期間を通じてみると、国産より
も輸入の割合が高いこと
②　輸入国数が３カ国以上であること

を示すものであり、消費者の選択に資する
一定の情報を提供することができる。

（４）　中間加工原材料表示
対象原材料が中間加工原材料である場合
に、当該原材料の製造地を「○○（国名）
製造」と表示する。ただし、中間加工原材
料である対象原材料の生鮮原材料の産地が
判明している場合には、その産地を表示す
ることができる。なお、現在の表示制度に
おいて「○○加工」であれば生鮮原材料の
産地を示すものではなく、表示可能である
との整理が既になされているが、単なる細
断などでも該当することから「〇〇製造」
が適当としている。

以上、例外表示も含めた加工食品の原料
原産地表示方法を体系化すると図３のよう
になる。

図２　大括り表示の事例

国産と外国産を混合して使用

名    称 : トマトケチャップ 
原材料名 : トマト(国産、輸入)、砂糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料 

※添加物は省略。

資料：第９回「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」資料１
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５�　誤認防止の措置、表示媒体および経過
措置期間
誤認防止の措置は重要で、例えば使用割
合が極めて少ない産地については、消費者
の誤認が生じないよう、割合を表示する、
または、○○産と表示しないなどの表示方
法を講じることが適当であるとしている。
一方、消費者調査では、産地情報を入手
する手段については、「食品に表示されて
いる表示を確認」が約93％と多く、次い
で、「ホームページを見る」が約18％となっ
ていることから、義務表示は容器包装への
表示により行うことが適当としている。な

お、補足的にインターネットなどにより詳
細な情報提供を行うため、事業者は自主的
かつ積極的な情報提供に努めることが適当
としている。
一方、事業者は、例外表示の際に表示内

容が正しいことを確認できるよう、過去の
使用実績などの根拠となる書類の備え置き
などが必要となる。
また、既に原料原産地表示が義務付けら

れている22食品群と個別４品目の現行の
表示方法は、原則による「国別重量順表示」
で実施されており、消費者に対する情報提
供のレベルを下げないようにする観点か

図3　加工食品の原料原産地表示方法の体系

資料：加工食品の原料原産地表示制度に関する中間取りまとめ
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ら、そのまま維持することが適当であると
されている。
また、抜本的に改正が行われるため、今
後着手する食品表示基準の改正に当たって
は、パブリックコメントなどにより広く国
民の声を聞くものとし、施行に当たって
は、事業者の包材の改版状況も勘案して、
十分な経過措置期間を置くことが適当であ
るとしている。

６　書類の備え置きと監視
今回の表示制度は事前届出制ではない
が、事業者は、特に例外表示の際に表示内
容が正しいことを確認できるよう、過去の
使用実績などの根拠となる書類の備え置き
などが必要である。
また、行政には、食品表示制度の適正な
運用のため、引き続き、効果的かつ効率的
な監視に努めることが期待されている。な
お、産地表示違反に対して直罰が科せられ
ることへの事業者からの懸念も少なくない
が、これまでも故意による不適正表示で
あっても、直罰ではなく「指示」→「命令」
→「罰則」という段階を踏んで措置される
事例が多い。

７　国産品の消費拡大への期待
今回の検討は、加工食品の原料原産地表
示が、消費者にとって商品選択をする際の
重要な情報として位置付けられ、「消費者
の権利の尊重と消費者の自立の支援」を基
本とした消費者基本計画に基づくものであ
る。
従って、必ずしも国内農産物の需要拡大
のためという目的にはなっていないが、消
費者庁のアンケート調査（回答数2777）
結果によれば、消費者の65.4％が「原料
が国産のものを選びたい」ために参考にし

ている回答していることから、こうした回
答をした消費者にとっては有効な基準とな
り、結果的に国産品の需要拡大が期待され
るものである。

８　信頼の絆としての表示
食品の表示は、消費者が適切に理解し、
食生活において積極的に活用することによ
り本来の機能を発揮するものである。ま
た、表示を通して、食品の供給サイドの状
況を理解することも意味がある。
一方、表示するサイドの事業者にとって
の表示は、知ってもらいたい情報を消費者
に届けることができる極めて有効な媒体で
もある。表示は本来消費者が活用するもの
であることから、食品関係事業者は法令の
改正などに傾注すること以上に消費者サイ
ドを向き、消費者がどういう情報を求め、
どういう方法によれば分かりやすい表示に
なるかを常に検討する姿勢は、今後も必要
と思われる。
今後の新たな加工食品の原料原産地表示
制度により、消費者にとって、単なる産地
に関する情報のみならず、生産者、食品企
業などの置かれた状況についても理解が深
まることで、食品表示が消費者と食品供給
サイドとの信頼の絆になることを期待する
ものである。
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